
（別紙１）

平成27年11月13日
金融庁

平成27年
度に開始し
た取組

目標の
進捗状況
（※）

下記のとおり実施 下記のとおり - - -

　複数年度にわたり同一事業者による一者応
札が継続し、様々な改善策を講じた上でも改
善が見込めず、競争入札が形骸化している情
報システム調達案件においては、会計法令等
を踏まえつつ、契約金額の適正性を検証する
ことを前提に、公募への移行を検討

該当なし。 該当なし。 - - 取組を継続実施

下記（１）～（５）のとおり実施 下記（１）～（５）のとおり - - -

下記のとおり実施 下記のとおり - - -

・政府調達案件について、「情報システム調達
会議（※）」において、外部有識者（ＣＩＯ補佐官
等）を交えて、
①情報システムの仕様が使途・目的に照らし
て適正なものとなっているか、
②ＳＥ単価や工数見込などが過去の実績に照
らして調達予定価格が適正なものとなってい
るか
　等の視点から審議
※総括審議官及び各局総務課長等をメンバー
とする会議

　平成27年５月29日、６月24日に
情報システム調達会議を開催。
　「公認会計士試験の受験願書
提出におけるWｅｂ受付等に係る
調達」他５件の調達予定案件の
内容が適切なものとなっている
か等について、審議を実施。

　情報システム調達会議における審議の結
果、調達の必要性、調達単位の妥当性及び契
約方針、随意契約を行う場合の随意契約理由
及び契約内容（契約金額）の適切性確保に寄
与した。

A - 取組を継続実施

・全ての情報システムを調達する際に作成す
る仕様書について、情報システムの目的・使
途と仕様の内容が見合ったものになっている
か等の観点から、外部有識者（ＣＩＯ補佐官）に
よる審査を実施

　全ての情報システムの調達に
係る仕様書について、外部有識
者（ＣＩＯ補佐官）が審査を実施。

　システムの目的・使途が仕様書に適切に反
映されているか等の観点から専門的な審査を
行うことにより、適切な仕様の策定に寄与し
た。

A - 取組を継続実施

・全ての情報システム調達について、各局総
務課長等が、過去の「情報システム調達会議」
及び「金融庁契約監視委員会」において指摘
された一者応札の改善、共同調達の拡大等の
視点を参考に、情報システムの金融行政への
有効な活用等の観点から、情報システム調達
の妥当性等の検証を実施

　全てのシステム調達について、
情報システムの金融行政への有
効な活用等の観点から、情報シ
ステム調達の妥当性等を各局総
務課長等が検証。

　検証の結果、調達の必要性、調達単位の妥
当性及び契約方針、随意契約を行う場合の随
意契約理由及び契約内容（契約金額）の適切
性確保に寄与した。

A - 取組を継続実施

・全ての情報システムの運用・保守業務につ
いて、業務の繁閑を踏まえた積算の精査や契
約形態の見直しを検討

　全ての情報システムの運用・保
守業務における工数積算の精査
や契約形態について、外部有識
者（ＣＩＯ補佐官）の審査を実施。

　不要な工数を削減することにより、適切な価
格での応札が期待される。

A - 取組を継続実施

・情報システムの開発、保守、改修、更新に係
る全体費用の低下を図るために、国庫債務負
担行為による複数年度契約の実施を検討

　平成28年度の情報システムに
係る概算要求において、国庫債
務負担行為として14件を要求。

　複数年契約による事務量の削減並びに情報
システムの開発等に係る全体費用の低下が
見込まれる。

Ａ - 取組を継続実施

下記のとおり実施 下記のとおり - - -

・庁舎エントランスに調達情報／オープンカウ
ンタコーナーを設置し、当コーナーにて見積依
頼書を公開配布

　３案件について見積依頼書を
公開配布。

  ３案件実施し、39千円削減。
　より多くの業者に見積書を募ることにより、更
なる競争性、公平性、透明性が確保され、か
つ経費の節減に寄与した。

Ａ - 取組を継続実施

下記のとおり実施 - - -

・一者応札となった案件については、担当部局
等が入札不参加者に対して、その理由を聴取
する等の取組を行い、入札仕様書等に問題が
ないか、競争性が確保されているか等につい
て検証

　一者応札となった案件について
「一者応札等事後調査シート」を
作成し、応札不参加者から理由
等を聴取、分析。

　応札不参加者からの意見等を分析し、次回
調達時の仕様等への反映に寄与した。

Ａ - 取組を継続実施

・政府調達案件について従前より可能な限り
公告日を前倒しし、公告期間を確保

　上半期分においては該当案件
なし。

　該当なし。 - - 取組を継続実施

・主要な調達案件について、入札説明会を複
数回開催

　３案件について、入札説明会を
２回実施した。

　入札参加機会の増加に寄与した。 Ａ - 取組を継続実施

下記のとおり実施 下記のとおり - - -

・平成26年度に実施した共同調達について、
今年度も継続して共同調達を実施

　事務用消耗品等20案件につい
て、文部科学省、財務省等と共
同調達を実施。
  また、今年度より、情報提供契
約について、財務局と共同調達
を実施。

　発注事務の省力化・効率化に寄与した。 Ａ - 取組を継続実施

・新規の汎用的な物品・役務の発注案件につ
いて、発注単位の集約を検討

　主要な消耗品については、月
単位で集約し、発注を実施。

　異動期や新規需要の必要数を
把握した上で、発注を集約し調達
を実施。（６月16日、８月25日実
施）

　発注事務の省力化・効率化に寄与した。 Ａ - 取組を継続実施

平成27年度金融庁調達改善計画の上半期自己評価結果

（対象期間：平成27年４月１日～平成27年9月30日）

調達改善計画で記載した事項

実施した取組内容

取組の効果

実施において明らかとなった課題等

○国庫債務負担行為の活用

今後の対応

１．重点的に取り組む分野

○一者応札の改善

２．継続的な取組み

（１）情報システムに関する取組

○仕様・調達予定価格の適正性審議

○仕様・調達予定価格の適正性審査

○過去の指摘の活用による妥当性等の検証

○運用・保守

（２）随意契約に関する取組

○少額な契約への対応

（３）一者応札に関する取組

○事後審査の実施（アンケート調査）

○公告期間の更なる確保

○入札説明会の複数回開催

（４）汎用的な物品・役務に関する取組

○共同調達の維持

○発注単位の集約



下記のとおり実施 下記のとおり - - -

・情報システムの調達に関する当庁の取組と
関連知識を習得させるために、情報システム
担当者等研修を実施

　IT基礎知識研修を実施するとと
もに情報システム担当者研修を
下半期に実施予定。

　IT基礎知識研修によりIT関連業務における
専門用語を含めたシステムの基礎知識の習
得に寄与した。（受講者32名）

A - 取組を継続実施

・企画競争等の際、参加業者から、有用であ
り、かつ公表可能な提案がされた場合は、次
回調達時の仕様書への反映等を検討

　該当なし。 　該当なし。 - - 取組を継続実施

　27年度上半期分についてとりま
とめを実施。

　本計画の進捗状況を把握することにより、硬
直化の防止に寄与した。

A - 取組を継続実施

　27年度上半期における計画の
達成状況、調達の具体的な改善
状況等について評価し公表（本
件）。

　計画の達成状況、調達の具体的な改善状況
等について評価し公表することにより、本計画
の硬直化の防止に寄与した。

A - 取組を継続実施

下記（１）～（３）のとおり実施 下記（１）～（３）のとおり - - -

　行政事業レビュー推進チーム
において、本計画のフォローアッ
プを実施。

　また、実務者会合を開催すべき
案件は生じなかった。

　本計画の進捗状況を管理するとともに、更な
る調達の改善に寄与した。

A - 取組を継続実施

　金融庁行政事業レビューの外
部有識者に対して、本計画の取
組状況の説明を実施。

　外部有識者がチェックを実施することによ
り、本計画の硬直化の防止に寄与した。

A - 取組を継続実施

　四半期毎の内部監査におい
て、本計画の進捗を検証。

　本調達計画の進捗を管理することにより、硬
直化の防止に寄与した。

A - 取組を継続実施

　本計画に関する取組状況等に
ついて、金融庁ＨＰに公表。

　取組状況の透明性の確保に寄与した。 A - 取組を継続実施

○仕様書への反映

（５）その他の取組

○研修の実施

８．その他

５．実施状況の把握

　調達改善計画の実施状況については、上半期（４～
９月）終了後及び年度終了後に取りまとめる。

６．自己評価の実施

　調達改善の自己評価については、調達改善計画の
実施状況に基づき、上半期（４～９月）終了後及び年
度終了後に実施し、自己評価結果をその後の調達改
善の取組や調達改善計画の策定に反映させるものと
する。

７．推進体制

（１）推進体制

「行政事業レビュー推進チーム」が調達改善を推
進する。

　　（参考）行政事業レビュー推進チーム
　　　統括責任者　　総括審議官
　　　副統括責任者　総務企画局総務課長
　　　　　　　　　　　　〃　　政策課長
　　　メンバー　　　各局総務課長等

推進チームによる会合は必要に応じて開催するも
のとする。また、調達改善計画の推進状況のフォ
ローアップのための実務者会合を必要に応じて開
催し、その結果を推進チームへ報告する。

（２）外部有識者の活用

取組の推進に当たっては行政事業レビューのた
めの外部有識者の意見を活用するものとする。

（３）内部監査の活用

毎年度実施している内部会計監査における監査
項目として、調達改善計画の進捗状況を設定し、
調達改善計画の検証や評価を行う。

　調達改善計画に関する取組状況等については、金
融庁のウェブサイトにて公表するものとする。
なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加
等があった場合には、調達改善計画の改定を行うも
のとする。

○その他の取組（調達改善計画で記載していない事項）

実施した取組内容

取組の効果 実施において明らかとなった課題等 今後の対応平成27年
度に開始
した取組

(※)
A：（定量的な目標）目標達成率90%以上
 　（定性的な目標）計画に記載した内容を概ね実施した取組
B：（定量的な目標）目標達成率50%以上
　 （定性的な目標）計画に記載した内容を部分的に実施した取組、又は実施に向けて関係部局等（自府省庁内の他部局、地方支分部局、他府省庁）との調整を行った取組
C：（定量的な目標）目標達成率50%未満
　  （定性的な目標）何らかの理由によって計画に記載した内容が実施できなかった取組、又は計画に記載した内容の検討を開始するまでにとどまった取組



（別紙２）

外部有識者からの意見 意見に対する対応
○システム調達に関して、調達前の段階では、情報システム調達会議等により、外部
有識者や各局総務課長等による、仕様や調達方式の適正性のチェック体制が働いて
おり、一定の評価ができる。
　今後の課題として、システムの運用・保守の段階において、システムのユーザー評価
などの手段により、システムの有効性の検証等を行う仕組みを検討すべきではない
か。

○「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」（平成27年４月施行）
に基づき実施するシステム監査において、ご意見をふまえ、どのような手段でシステム
の有効性を検証できるか、今後、検討してまいりたい。

○現状の予算制度の中で実行できることは既に行っており、一定の評価ができる。
　引き続き、調達改善計画における取組項目について、着実かつ適正に実行していた
だきたい。

○今後とも適切に調達改善計画の実施に努めてまいりたい。

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：平成27年４月１日～平成27年9月30日）


